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会 員 通 知  第 １ ６号 

２０１９年３月２８日 

 

会 員 代 表 者 各 位 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

理事長  小 池 善 明 

 

 

市場機能の向上のための売買制度の見直しに伴う 

業務規程施行規則等の一部改正について 

 

 

本所は、｢業務規程施行規則｣及び｢制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則｣の一部改

正を行い、｢業務規程施行規則｣第２３条の３及び｢制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規

則｣については２０１９年４月１日から、｢業務規程施行規則｣第１２条については２０１９年１１月５日から

施行します。（詳細につきましては、規則改正新旧対照表を御覧ください。） 

今回の改正は、arrowheadバージョンアップに伴う市場機能向上のための売買制度の見直しを行う

ために、所要の改正を行うものです。 

 

Ⅰ．改正概要 （備 考） 

１．arrowheadバージョンアップに伴う売買制度の見直し  

・大引け（午後立会終了時の売買）において売買を成立させるこ

とができる値幅を特別気配の更新値幅の２倍に拡大します。 

・業務規程施行規則 

第１２条 

  

２．制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定及び選定取消しに係る見直し  

・制度信用銘柄の選定基準について、利益の額及び純資産の額に

係る要件を削除し、債務超過に該当しないことを要件として新

設します。 

・制度信用銘柄及び貸借

銘柄の選定に関する

規則第２条、第３条、 

・新規上場銘柄の貸借銘柄への選定時期を現行より５営業日繰り

上げ、上場後最初の約定値段が決定された日から起算して６営

業日目とします。 

第４条、第５条、第６

条、第８条及び第９条 

・貸借銘柄の選定基準について、利益の額及び純資産の額に係る

要件を削除します。 

・制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定取消基準について、債務超過

に該当した場合を要件として新設します。 
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３．重要事実開示後における立会外分売の待機期間の短縮  

・発行会社による重要事実の開示後、５営業日を経過すれば、立

会外分売を実施可能とします。 

・業務規程施行規則 

第２３条の３ 

  

 

Ⅱ．施行日 

１．については、２０１９年１１月５日から施行※します。 

２．及び３．については、２０１９年４月１日から施行します。 

※ １．については、やむを得ない事由により、施行予定日から施行することが適当でないと本所が認める

場合には、同日後の本所が定める日から施行することとします。 

 

以 上 

 



市場機能の向上のための売買制度の見直しに伴う業務規程施行規則等の一部改正新旧対照表 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買立会終了時の約定値段を定める売買にお

ける値幅） 

（売買立会終了時の約定値段を定める売買にお

ける値幅） 

第１２条 規程第１２条第５項に規定する本所

が定める値幅は、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。

ただし、気配が変化した等のため当該値幅に

よりがたいと認められる場合の値幅は、本所

がその都度定める。 

第１２条 規程第１２条第５項に規定する本所

が定める値幅は、次の基準値段の区分に従い、

当該区分に定めるところによる。ただし、気

配が変化した等のため当該値幅によりがたい

と認められる場合の値幅は、本所がその都度

定める。 

 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値段  値幅  

２００円未満のもの 上下 ５円 

２ ０ ０ 円

以上 

５ ０ ０ 円

未 満 の も

の 

〃 ８円 

５ ０ ０ 円

〃 

７ ０ ０ 円

〃 

〃 １０円 

７ ０ ０ 円

〃 

１,０００

円〃 

〃 １５円 

１,０００

円〃 

１,５００

円〃 

〃 ３０円 

１，５００

円 〃 

２，０００

円 〃 

〃 ４０円 

２，０００

円 〃 

３，０００

円 〃 

〃 ５０円 

３，０００

円 〃 

５，０００

円 〃 

〃 ７０円 

５，０００

円 〃 

７，０００

円 〃 

〃 １００円 

７，０００

円 〃 

１万円 〃 〃 １５０円 

１万円 〃 １５，００

０円 

〃 ３００円 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５，００

０円 

２万円 〃 〃 ４００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 ５００円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 ７００円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 １,０００

円 

７万円 〃 １ ０ 万 円 

〃 

〃 １,５００

円 

１ ０ 万 円 

〃 

１ ５ 万 円 

〃 

〃 ３,０００

円 

１ ５ 万 円 

〃 

２ ０ 万 円 

〃 

〃 ４,０００

円 

２ ０ 万 円 

〃 

３ ０ 万 円 

〃 

〃 ５，０００

円 

３ ０ 万 円 

〃 

５ ０ 万 円 

〃 

〃 ７,０００

円 

５ ０ 万 円 

〃 

７ ０ 万 円 

〃 

〃 １万円 

７ ０ 万 円 

〃 

１００万円 

〃 

〃 １５，００

０円 

１００万円 

〃 

１５０万円

〃 

〃 ３万円 

１５０万円

〃 

２００万円 

〃 

〃 ４万円 

２００万円 

〃 

３００万円 

〃 

〃 ５万円 

３００万円 

〃 

５００万円 

〃 

〃 ７万円 

５００万円 

〃 

７００万円 

〃 

〃 １０万円 

７００万円 

〃 

１ ,０００

万円 〃 

〃 １５万円 

１ ,０００

万円 〃 

１ ,５００

万円 〃 

〃 ３０万円 

１ ,５００

万円 〃 

２ ,０００

万円 〃 

〃 ４０万円 
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２ ,０００

万円 〃 

３ ,０００

万円 〃 

〃 ５０万円 

３ ,０００

万円 〃 

５ ,０００

万円 〃 

〃 ７０万円 

５ ,０００

万円以上の

とき 

  １ ０ ０ 万

円 

 

（１） 午前立会終了時の場合 （新設） 

基準値段  値幅  

２００円未満のもの 上下 ５円 

２ ０ ０ 円

以上 

５ ０ ０ 円

未 満 の も

の 

〃 ８円 

５ ０ ０ 円

〃 

７ ０ ０ 円

〃 

〃 １０円 

７ ０ ０ 円

〃 

１,０００

円〃 

〃 １５円 

１,０００

円〃 

１,５００

円〃 

〃 ３０円 

１，５００

円 〃 

２，０００

円 〃 

〃 ４０円 

２，０００

円 〃 

３，０００

円 〃 

〃 ５０円 

３，０００

円 〃 

５，０００

円 〃 

〃 ７０円 

５，０００

円 〃 

７，０００

円 〃 

〃 １００円 

７，０００

円 〃 

１万円 〃 〃 １５０円 

１万円 〃 １５，００

０円 

〃 ３００円 

１５，００

０円 

２万円 〃 〃 ４００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 ５００円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 ７００円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 １,０００
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円 

７万円 〃 １ ０ 万 円 

〃 

〃 １,５００

円 

１ ０ 万 円 

〃 

１ ５ 万 円 

〃 

〃 ３,０００

円 

１ ５ 万 円 

〃 

２ ０ 万 円 

〃 

〃 ４,０００

円 

２ ０ 万 円 

〃 

３ ０ 万 円 

〃 

〃 ５，０００

円 

３ ０ 万 円 

〃 

５ ０ 万 円 

〃 

〃 ７,０００

円 

５ ０ 万 円 

〃 

７ ０ 万 円 

〃 

〃 １万円 

７ ０ 万 円 

〃 

１００万円 

〃 

〃 １５，００

０円 

１００万円 

〃 

１５０万円

〃 

〃 ３万円 

１５０万円

〃 

２００万円 

〃 

〃 ４万円 

２００万円 

〃 

３００万円 

〃 

〃 ５万円 

３００万円 

〃 

５００万円 

〃 

〃 ７万円 

５００万円 

〃 

７００万円 

〃 

〃 １０万円 

７００万円 

〃 

１ ,０００

万円 〃 

〃 １５万円 

１ ,０００

万円 〃 

１ ,５００

万円 〃 

〃 ３０万円 

１ ,５００

万円 〃 

２ ,０００

万円 〃 

〃 ４０万円 

２ ,０００

万円 〃 

３ ,０００

万円 〃 

〃 ５０万円 

３ ,０００

万円 〃 

５ ,０００

万円 〃 

〃 ７０万円 

５ ,０００   １ ０ ０ 万
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万円以上の

とき 

円 

 

（２） 午後立会終了時の場合 （新設） 

基準値段  値幅  

２００円未満のもの 上下 １０円 

２ ０ ０ 円

以上 

５ ０ ０ 円

未 満 の も

の 

〃 １６円 

５ ０ ０ 円

〃 

７ ０ ０ 円

〃 

〃 ２０円 

７ ０ ０ 円

〃 

１,０００

円〃 

〃 ３０円 

１,０００

円〃 

１,５００

円〃 

〃 ６０円 

１，５００

円 〃 

２，０００

円 〃 

〃 ８０円 

２，０００

円 〃 

３，０００

円 〃 

〃 １００円 

３，０００

円 〃 

５，０００

円 〃 

〃 １４０円 

５，０００

円 〃 

７，０００

円 〃 

〃 ２００円 

７，０００

円 〃 

１万円 〃 〃 ３００円 

１万円 〃 １５，００

０円 

〃 ６００円 

１５，００

０円 

２万円 〃 〃 ８００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 １,０００

円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 １,４００

円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 ２,０００

円 

７万円 〃 １ ０ 万 円 

〃 

〃 ３,０００

円 
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１ ０ 万 円 

〃 

１ ５ 万 円 

〃 

〃 ６,０００

円 

１ ５ 万 円 

〃 

２ ０ 万 円 

〃 

〃 ８,０００

円 

２ ０ 万 円 

〃 

３ ０ 万 円 

〃 

〃 １万円 

３ ０ 万 円 

〃 

５ ０ 万 円 

〃 

〃 １４,００

０円 

５ ０ 万 円 

〃 

７ ０ 万 円 

〃 

〃 ２万円 

７ ０ 万 円 

〃 

１００万円 

〃 

〃 ３万円 

１００万円 

〃 

１５０万円

〃 

〃 ６万円 

１５０万円

〃 

２００万円 

〃 

〃 ８万円 

２００万円 

〃 

３００万円 

〃 

〃 １０万円 

３００万円 

〃 

５００万円 

〃 

〃 １４万円 

５００万円 

〃 

７００万円 

〃 

〃 ２０万円 

７００万円 

〃 

１ ,０００

万円 〃 

〃 ３０万円 

１ ,０００

万円 〃 

１ ,５００

万円 〃 

〃 ６０万円 

１ ,５００

万円 〃 

２ ,０００

万円 〃 

〃 ８０万円 

２ ,０００

万円 〃 

３ ,０００

万円 〃 

〃 １ ０ ０ 万

円 

３ ,０００

万円 〃 

５ ,０００

万円 〃 

〃 １ ４ ０ 万

円 

５ ,０００

万円以上の

とき 

  ２ ０ ０ 万

円 
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（売買管理上適当でないと認める場合） （売買管理上適当でないと認める場合） 

第２３条の３ 規程第３２条第１項に規定する

本所が売買管理上適当でないと認める場合は、

次の各号に定める場合とする。 

第２３条の３ 規程第３２条第１項に規定する

本所が売買管理上適当でないと認める場合は、

次の各号に定める場合とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 立会外分売に係る有価証券の発行者

が、法第１６６条第２項第１号から第３号ま

で及び同第５号から第７号までに定める事

項（投資信託受益証券にあっては、これらに

準ずる事項）について、上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示に関する規則（その

特例を含む。）に基づき開示を行った日から

５日を経過していない場合 

（２） 立会外分売に係る有価証券の発行者

が、法第１６６条第２項第１号から第３号ま

で及び同第５号から第７号までに定める事

項（投資信託受益証券にあっては、これらに

準ずる事項）について、上場有価証券の発行

者の会社情報の適時開示に関する規則（その

特例を含む。）に基づき開示を行った日から

１０日を経過していない場合 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

  

 

付  則 

１ この改正規定は、２０１９年１１月５日から

施行する。ただし、第２３条の３第２号の改正

規定は、同年４月１日から施行する。 

 

２ 前項本文の規定にかかわらず、この改正

規定は、売買システムの稼働に支障が生じた

場合その他やむを得ない事由により、２０１

９年１１月５日から施行することが適当で

ないと本所が認める場合には、同日以後の本

所が定める日から施行する。 
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（制度信用銘柄の選定基準） （制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 上場株券が次の各号に適合する場合

は、既に制度信用銘柄に選定されているも

のを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

第２条 上場株券が次の各号に適合する場合

は、既に制度信用銘柄に選定されているも

のを除きこれを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 削除 （３） その発行者の直前事業年度における

利益の額（直前連結会計年度に係る連結損

益計算書等（連結損益計算書及び連結包括

利益計算書、又は連結損益及び包括利益計

算書をいう。）に基づいて算定される利益

の額（連結財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則（昭和５１年大蔵省令第

２８号。以下「連結財務諸表規則」とい

う。）第６１条により記載される「経常利

益金額」又は「経常損失金額」と同規則第

６４条により記載される「税金等調整前当

期純利益金額」又は「税金等調整前当期純

損失金額」（同規則第６７条により掲記さ

れる特別法上の準備金等の繰入額又は取崩

額及び債務免除益の金額を除外した額）と

のいずれか低い額に同規則第６５条第３項

により記載される金額を加減した金額をい

う。）をいう。ただし、審査対象期間にお

いて連結財務諸表を作成すべき会社でない

事業年度がある場合には、当該事業年度に

係る利益の額は、損益計算書に基づいて算

定される利益の額（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和３８年

大蔵省令第５９号。以下「財務諸表等規

則」という。）第９５条により表示される

「経常利益金額」又は「経常損失金額」と
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同規則第９５条の４により表示される「税

引前当期純利益金額」又は「税引前当期純

損失金額」（同規則第９８条の２により掲

記される特別法上の準備金等の繰入額又は

取崩額及び債務免除益の金額を除外した

額）のいずれか低い金額をいう。）をいう

ものとする。以下同じ。）が正である銘柄

であるとき。 

（４） その発行者が直前事業年度の末日に

債務超過の状態（株券上場廃止基準の取扱

い１．（５）ａに定める状態をいう。以下

同じ。）である銘柄以外の銘柄であると

き。 

（４） その発行者の直前連結会計年度の末

日における連結貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額（連結財務諸表規則の規

定により作成された連結貸借対照表の純資

産の部の合計額に、同規則第４５条の２第

１項に規定する準備金等を加えて得た額か

ら、当該純資産の部に掲記される新株予約

権及び非支配株主持分を控除して得た額を

いう。当該発行者が連結財務諸表を作成す

べき会社でない会社である場合を除く。）

及び直前事業年度の末日における貸借対照

表に基づいて算定される純資産の額（財務

諸表等規則の規定により作成された貸借対

照表の純資産の部の合計額に、同規則第５

４条の３第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記され

る新株予約権を控除して得た額をいう。）

がいずれも負でない銘柄であるとき。 

（５）～（９） （略） （５）～（９） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｂ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）及び同

ｄの規定は前項第１号に規定する株主数に

ついて、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、

（ｆ）及び同ｄの規定は前項第２号に規定

する流通株式数の算定について、それぞれ

準用する。この場合において、株券上場審

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｂ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）及び同

ｄの規定は前項第１号に規定する株主数に

ついて、株券上場審査基準の取扱い２．

（１）ａの（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、

（ｆ）及び同ｄの規定は前項第２号に規定

する流通株式数の算定について、株券上場

審査基準の取扱い２．（６）ａからｈまで
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査基準の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、

（ｃ）及び（ｅ）並びに同ｄの規定中「新

規上場申請者」とあるのは「上場会社」

と、同取扱い２．（１）ａの（ｅ）、

（ｆ）及び同取扱い２．（１）ｄの規定中

「最近の基準日等」又は「基準日等」とあ

るのは「審査対象事業年度の末日（事業年

度の末日と異なる日が株主基準日（有価証

券報告書に記載される大株主の状況に係る

基準日をいう。以下同じ。）である場合、

審査対象事業年度に係る株主基準日）」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

の規定は前項第３号に規定する利益の額に

ついて、株券上場審査基準の取扱い２．

（５）ａ、ｂ及びｄからｈまで並びに株券

上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂの規定

は前項第４号に規定する純資産の額につい

て、それぞれ準用する。この場合におい

て、株券上場審査基準の取扱い２．（１）

ａの（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）、同ｄ、同

取扱い２．（５）ａ、ｂ及びｄからｉまで

並びに同取扱い２．（６）ａ、ｂ及びｅか

らｈまでの規定中「新規上場申請者」とあ

るのは「上場会社」と、同取扱い２．

（１）ａの（ｅ）、（ｆ）及び同取扱い

２．（１）ｄの規定中「最近の基準日等」

又は「基準日等」とあるのは「審査対象事

業年度の末日（事業年度の末日と異なる日

が株主基準日（有価証券報告書に記載され

る大株主の状況に係る基準日をいう。以下

同じ。）である場合、審査対象事業年度に

係る株主基準日）」と、それぞれ読み替え

るものとする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審

査基準第４条第２項第１号若しくは第２号

又は第６条第２項の規定の適用を受けて上

場される株券（これらの規定に定める行為

の当事者の発行する株券が制度信用銘柄で

ある場合に限る。）に対する最初の選定審

査においては、次の各号に適合するとき

に、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

４ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審

査基準第４条第２項第１号若しくは第２号

又は第６条第２項の規定の適用を受けて上

場される株券（これらの規定に定める行為

の当事者の発行する株券が制度信用銘柄で

ある場合に限る。）に対する最初の選定審

査においては、次の各号に適合するとき

に、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

（１） 第１項第２号ｂ、第４号、第７号及

び第９号の各号に適合する銘柄であると

き。 

（１） 第１項第２号ｂ、第７号及び第９号

の各号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） （２） （略） 
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５ （略） ５ （略） 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘

柄の発行者でない上場会社が、制度信用銘

柄の発行者である上場会社を吸収合併する

場合又は制度信用銘柄の発行者である上場

会社を完全子会社とする株式交換を行う場

合における当該制度信用銘柄の発行者でな

い上場会社の株券に対する合併又は株式交

換の後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを制度信用銘柄

に選定するものとする。 

６ 第１項の規定にかかわらず、制度信用銘

柄の発行者でない上場会社が、制度信用銘

柄の発行者である上場会社を吸収合併する

場合又は制度信用銘柄の発行者である上場

会社を完全子会社とする株式交換を行う場

合における当該制度信用銘柄の発行者でな

い上場会社の株券に対する合併又は株式交

換の後最初の選定審査においては、次の各

号に適合するときに、これを制度信用銘柄

に選定するものとする。 

（１） 第１項第２号ｂ及び第４号から第９

号に適合する銘柄であるとき。 

（１） 第１項第２号ｂ及び第５号から第９

号に適合する銘柄であるとき。 

（２） （略） （２） （略） 

７・８ （略） ７・８ （略） 

  

（貸借銘柄の選定基準） （貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄である株券のうち地場

銘柄（北海道及び青森県に本社又は主要事

業所を有する銘柄をいう。以下同じ。）が

次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘

柄に選定するものとする。 

第３条 制度信用銘柄である株券のうち地場

銘柄（北海道及び青森県に本社又は主要事

業所を有する銘柄をいう。以下同じ。）が

次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄

に選定されているものを除きこれを貸借銘

柄に選定するものとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 削除 （５） その発行者の直前２事業年度におけ

る利益の額がいずれも正である銘柄である

とき。 

（６） 削除 （６） その発行者の純資産の額が前条第１

項第４号に適合する銘柄であるとき。 

（７）～（１２） （略） （７）～（１２） （略） 

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｂ）、（ｄ）、(ｅ)、（ｆ）及び同ｄ

の規定は前項第２号に規定する株主数につ

いて、株券上場審査基準の取扱い２．

２ 株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａ

の（ｂ）、（ｄ）、(ｅ)、（ｆ）及び同ｄ

の規定は前項第２号に規定する株主数につ

いて、株券上場審査基準の取扱い２．
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（１）ａの（ｂ）、（ｃ）、(ｅ)、（ｆ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する流

通株式数の算定について、株券上場廃止基

準の取扱い１．（３）ｄの規定は前項第４

号に規定する売買高について、それぞれ準

用する。この場合において、株券上場審査

基準の取扱い２．（１）ａの（ｂ）、

（ｃ）及び（ｅ）並びに同ｄの規定中「新

規上場申請者」とあるのは「上場会社」

と、同取扱い２．（１）ａの（ｅ）、

（ｆ）及び同取扱い２．（１）ｄの規定中

「最近の基準日等」又は「基準日等」とあ

るのは「審査対象事業年度の末日（事業年

度の末日と異なる日が株主基準日である場

合、審査対象事業年度に係る株主基準

日）」と、株券上場廃止基準の取扱い１．

（３）ｄ中「ｂに規定する日からさかのぼ

って１年以内」とあるのは「審査対象事業

年度の末日を含む月の翌々月の末日からさ

かのぼって原則として６か月以内」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。 

（１）ａの（ｂ）、（ｃ）、(ｅ)、（ｆ）

及び同ｄの規定は前項第３号に規定する流

通株式数の算定について、株券上場廃止基

準の取扱い１．（３）ｄの規定は前項第４

号に規定する売買高について、株券上場審

査基準の取扱い２．（６）ａからｈまでの

規定は前項第５号に規定する利益の額につ

いて、株券上場審査基準の取扱い２．

（５）ａ、ｂ及びｄからｈまで並びに株券

上場廃止基準の取扱い１．（５）ｂの規定

は前項第６号に規定する純資産の額につい

てそれぞれ準用する。この場合において、

株券上場審査基準の取扱い２．（１）ａの

（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）、同ｄ、同取扱

い２．（５）ａ、ｂ及びｄからｉまで並び

に同取扱い２．（６）ａからｃまで及びｅ

からｈまでの規定中「新規上場申請者」と

あるのは「上場会社」と、同取扱い２．

（１）ａの（ｅ）、（ｆ）及び同取扱い

２．（１）ｄの規定中「最近の基準日等」

又は「基準日等」とあるのは「審査対象事

業年度の末日（事業年度の末日と異なる日

が株主基準日である場合、審査対象事業年

度に係る株主基準日）」と、株券上場廃止

基準の取扱い１．（３）ｄ中「ｂに規定す

る日からさかのぼって１年以内」とあるの

は「審査対象事業年度の末日を含む月の

翌々月の末日からさかのぼって原則として

６か月以内」と、それぞれ読み替えるもの

とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審

査基準第４条第２項第１号若しくは第２号

又は第６条第２項の規定の適用を受けて上

場される株券が地場銘柄である場合の当該

５ 第１項の規定にかかわらず、株券上場審

査基準第４条第２項第１号若しくは第２号

又は第６条第２項の規定の適用を受けて上

場される株券が地場銘柄である場合の当該
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株券（これらの規定に定める行為の当事者

の発行する株券が貸借銘柄である場合に限

る。）に対する最初の選定審査において

は、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

株券（これらの規定に定める行為の当事者

の発行する株券が貸借銘柄である場合に限

る。）に対する最初の選定審査において

は、次の各号に適合するときに、これを貸

借銘柄に選定するものとする。 

（１） 第２条第１項第４号並びにこの条第

１項第３号ｂ、第９号、第１１号及び第１

２号の各号に適合する銘柄であるとき。 

（１） 第１項第３号ｂ、第９号、第１１号

及び第１２号の各号に適合する銘柄である

とき。 

（２） （略） （２） （略） 

６ （略） ６ （略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の

発行者でない地場銘柄である上場会社が、

貸借銘柄の発行者である上場会社を吸収合

併する場合又は貸借銘柄の発行者である上

場会社を完全子会社とする株式交換を行う

場合における当該貸借銘柄の発行者でない

地場銘柄である上場会社の株券に対する合

併又は株式交換の後最初の選定審査におい

ては、次の各号に適合するときに、これを

貸借銘柄に選定するものとする。 

７ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の

発行者でない地場銘柄である上場会社が、

貸借銘柄の発行者である上場会社を吸収合

併する場合又は貸借銘柄の発行者である上

場会社を完全子会社とする株式交換を行う

場合における当該貸借銘柄の発行者でない

地場銘柄である上場会社の株券に対する合

併又は株式交換の後最初の選定審査におい

ては、次の各号に適合するときに、これを

貸借銘柄に選定するものとする。 

（１） 第２条第１項第４号並びにこの条第

１項第３号ｂ、第７号、第８号及び第１０

号から第１２号までの各号に適合する銘柄

であるとき。 

（１） 第１項第３号ｂ、第７号、第８号及

び第１０号から第１２号までの各号に適合

する銘柄であるとき。 

（２） （略） （２） （略） 

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の

金融商品取引所に上場されている株券（以

下「他市場上場銘柄」という。）が地場銘

柄である場合における当該銘柄に対する上

場後最初の選定審査においては、次の各号

に適合するときに、これを貸借銘柄に選定

するものとする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の

金融商品取引所に上場されている株券（以

下「他市場上場銘柄」という。）が地場銘

柄である場合における当該銘柄に対する上

場後最初の選定審査においては、次の各号

に適合するときに、これを貸借銘柄に選定

するものとする。 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 次のａ、ｂに掲げる銘柄の区分に従

い、当該ａ又はｂに定める規定に適合する

銘柄であるとき。 

（２） 次のａからｃまでに掲げる銘柄の区

分に従い、当該ａからｃまでに定める規定

に適合する銘柄であるとき。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ アンビシャスに上場される又は上場さ

れた銘柄 

 第１項第２号、第３号及び第５号から

第 12 号までの各号 

ｂ 前ａに掲げる銘柄以外の銘柄 ｃ ａ及び前ｂに掲げる銘柄以外の銘柄 

第１項第２号、第３号及び第７号から

第 12 号までの各号 

第１項第２号、第３号及び第７号から

第 12 号までの各号 

（３） （略） （３） （略） 

９・１０ （略） ９・１０ （略） 

  

（選定の時期） （選定の時期） 

第４条 前２条の規定による制度信用銘柄及

び貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄の

発行者の事業年度の末日を含む月から起算

して６か月目の月の初日（初日が休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。以下同

じ。）に行う。 

第４条 前２条の規定による制度信用銘柄及

び貸借銘柄の選定は、毎月１回、各銘柄の

発行者の事業年度の末日を含む月の翌月か

ら起算して６か月目の月の初日（初日が休

業日に当たるときは、順次繰り下げる。以

下同じ。）に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定は、

当該各号に定める日に行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定は、

当該各号に定める日に行う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前条第４項の規定による貸借銘柄の選

定 

（２） 前条第４項の規定による貸借銘柄の選

定 

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決

定された日（国内の他の金融商品取引所

と同時に新規上場された銘柄は、他の金

融商品取引所で約定値段が決定された場

合を含む。以下同じ。）から起算して６

日目（休業日を除外する。）の日 

当該銘柄の上場後最初の約定値段が決

定された日（国内の他の金融商品取引所

と同時に新規上場された銘柄は、他の金

融商品取引所で約定値段が決定された場

合を含む。以下同じ。）から起算して１

１日目（休業日を除外する。）の日 
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（３）～（７） （略） （３）～（７） （略） 

３ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘

柄の選定は、同項に規定する日のほか、当

該日の属する月から起算して８か月目の月

の末日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。以下同じ。）まで、第２項第２号

の貸借銘柄の選定は、同号に定める日のほ

か、その翌日からその６か月目の応答日

（応答日がないときはその月の末日とし、

応答日が休業日に当たるときは順次繰り下

げる。以下同じ。）までの間に、第２項第

６号及び第７号の制度信用銘柄の選定及び

貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日の

ほか、その翌日からその３か月目の応答日

までの間にそれぞれ行うことができる。 

３ 第１項の制度信用銘柄の選定及び貸借銘

柄の選定は、同項に規定する日のほか、当

該日の属する月から起算して７か月目の月

の末日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。以下同じ。）まで、第２項第２号

の貸借銘柄の選定は、同号に定める日のほ

か、その翌日からその６か月目の応答日

（応答日がないときはその月の末日とし、

応答日が休業日に当たるときは順次繰り下

げる。以下同じ。）までの間に、第２項第

６号及び第７号の制度信用銘柄の選定及び

貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日の

ほか、その翌日からその３か月目の応答日

までの間にそれぞれ行うことができる。 

  

（制度信用銘柄の選定取消基準） （制度信用銘柄の選定取消基準） 

第５条 制度信用銘柄が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、制度信用銘柄の選定

を取り消すものとする。 

第５条 制度信用銘柄が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、制度信用銘柄の選定

を取り消すものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（２）の２ その発行者が直前事業年度の末

日に債務超過の状態である銘柄であると

き。 

（新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（貸借銘柄の選定取消基準） （貸借銘柄の選定取消基準） 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄である貸借

銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとす

る。 

第６条 上場銘柄のうち地場銘柄である貸借

銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとす

る。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（２）の２ その発行者が直前事業年度の末

日に債務超過の状態である銘柄であると

き。 

（新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（選定取消しの時期） （選定取消しの時期） 

第８条 第５条第１項第２号ａ、第２号の２

若しくは第４号又は第６条第１項第２号

ａ、第２号の２若しくは第４号に該当した

場合の制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定の

取消しは、本所がその都度定める日に行

う。 

第８条 第５条第１項第２号ａ若しくは第４

号又は第６条第１項第２号ａ若しくは第４

号に該当した場合の制度信用銘柄又は貸借

銘柄の選定の取消しは、本所がその都度定

める日に行う。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（選定又は選定取消しの資料） （選定又は選定取消しの資料） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる規定による選定又は選定取消しについ

ては、当該各号に掲げる資料によるものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる規定による選定又は選定取消しについ

ては、当該各号に掲げる資料によるものと

する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第２条第１項第４号 （２） 第２条第１項第３号及び第４号並び

に第３条第１項第５号及び第６号 

 上場会社から提出される有価証券報告

書等 

 上場会社から提出される有価証券報告

書等 

（３） （略） （３） （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、２０１９年４月１日か

ら施行し、２０１８年１１月３０日以前を

事業年度、計算期間若しくは営業期間の末
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日とする貸借銘柄の選定については、改正

後の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

２ 改正後の第４条第２項第２号の規定は、

２０１９年４月１日以後に上場する銘柄か

ら適用する。 

 

  

 


